
 

第１章 基本計画の改定に当たって 
 
第１節 策 定 の 経 緯  民間非営利活動（以下「ＮＰＯ活動」という。）の健全な発展を促進する基本理念を定めた「宮城県の民間非営利活動を促進するための条例」（以下「促進条例」という。）に基づき，ＮＰＯ活動促進施策の 

総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画として，平成１２年１０月に策定。 

第２節 改 定 の 趣 旨  現行計画（平成２８年度～令和２年度）の取組状況やＮＰＯ活動を取り巻く現状と環境の変化等を踏まえ，引き続きＮＰＯ活動の促進を図るとともに，ＮＰＯと多様な主体との協働の一層の促進に向け， 

計画の見直しを行うもの。 

第３節 計 画 の 期 間  令和３年度から令和７年度までの５年間 

第４節 基本計画における  計画の対象：ＮＰＯ活動を「営利を目的とせず，自発的に行う社会的・公益的な活動」と定義し，このＮＰＯ活動を継続的に行う団体を対象とする（特定非営利活動法人や任意の市民活動団体のほか，活動 

ＮＰＯのとらえ方  の内容に応じて，町内会や自治会等の地縁団体，公益法人，社会福祉法人，協同組合，一般社団法人等も対象に含まれる）。 

     

第 2章 ＮＰＯを取り巻く現状と課題 
 
第１節 ＮＰＯを取り巻く現状  
 
１ 地域コミュニティの希薄化 

２ 社会的・公益的な活動の担い手の広がり  

３ 行政とＮＰＯとの協働の拡大 

４ 東日本大震災を契機とした災害等に対する意識の高まり 

５ ＳＤＧｓ達成に向けた取組の広がり ≪新規≫ 

６ 新型コロナウイルス感染症による社会の変化 ≪新規≫ 

 

第２節 宮城県におけるＮＰＯの現状と課題  
 
１ 東日本大震災からの復興とＮＰＯ ≪新規≫ 

  ■ ＮＰＯ活動実態・意向調査（平成３０年度実施）の結果 

２ 宮城県内のＮＰＯの現状と課題 

■ ＮＰＯ活動実態・意向調査（平成３０年度実施）の結果 

３ 宮城県内のＮＰＯ支援施設の現状と課題 

■ ＮＰＯ活動実態・意向調査（平成３０年度実施）の結果 

４ 宮城県の施策の現状と課題 

（１）みやぎＮＰＯプラザの運営 

（２）活動資金の支援 

（３）県税の優遇措置 

（４）県有遊休施設等の有効利用によるＮＰＯの拠点づくり事業 

（５）プロボノによるＮＰＯの支援・運営基盤強化 ≪新規≫ 

（６）ＮＰＯとの協働 

（７）宮城県ＮＰＯ活動促進庁内連絡調整会議等の設置 

５ 市町村の施策の現状と課題 

  ■ ＮＰＯ活動促進に係る市町村調査（令和元年度実施）の結果 

 

第３節 ＮＰＯに期待される社会的役割と可能性  
 
１ 社会参加機会の拡充と市民性を育む社会的機能としてのＮＰＯ 

２ 市民セクターの中心的存在としてのＮＰＯ 

３ 新たな社会的課題に先駆的に対応するＮＰＯ≪新規≫ 

４ 多様な人々の参加の場と社会的包摂のためのＮＰＯ 

５ ＮＰＯを支援するＮＰＯ（中間支援組織） 

６ 大規模化・多様化する災害等からの復興の担い手としてのＮＰＯ 

 

第４節 ＮＰＯの課題と今後望まれること  
 
１ 説明責任と情報公開 

２ 継続的な活動のためのマネジメント能力の向上 

３ 創造性の発揮 

 

第３章 基本計画の見直しの視点と基本理念等 
 
第１節 基本計画の見直しの視点  
 
１ 東日本大震災からの復興支援とその他の災害等への対応 

 ・ＮＰＯによるきめ細かい復興支援活動の継続支援 

 ・不測の事態に対する活動支援体制の構築 

２ みやぎＮＰＯプラザの機能の再検討 

 ・みやぎＮＰＯプラザの広域的促進機能の強化 

 ・ＮＰＯ活動促進の中核機能拠点としての機能の再検討 

３ 市町村との連携 

 ・ＮＰＯと市町村の連携・協働の実現に向けた環境づくり 

４ ＮＰＯへの理解・協働の促進 

 ・ＮＰＯと市民，行政，企業等との相互理解を深める取組の強化 

５ ＳＤＧｓとの関連づけ 

 ・多様な主体との連携・協働による課題解決 

６ 新型コロナウイルス感染症の影響と今後の対応 

 ・新たな社会変化を踏まえたＮＰＯ活動の在り方や支援の手法の

検討，多様な主体との協働 

第２節 基本計画における基本理念  
 

ＮＰＯと多様な主体が相互の信頼をはぐくみ， 

連携・協働することにより，しなやかで強い 

持続可能な社会を実現する 

 
第３節 基本方針  
 
１ 基本方針１「持続的発展に向けたＮＰＯの基盤強化」 

 ＮＰＯ活動に対する社会の関心を高め，理解と参加を促す情

報発信を行います。また，ＮＰＯが継続的に運営され，発展的

に活動していくために，ＮＰＯの組織運営，資金調達などの基

盤強化に向けた支援を行うとともに，ＮＰＯ活動を支える人材

育成の支援やＮＰＯ活動の拠点の確保を推進します。 
 

２ 基本方針２「ＮＰＯ活動を促進する体制の整備」 

  ＮＰＯ活動が県内全域で展開されるよう，ＮＰＯ活動を促進

するための体制整備として，中核機能拠点であるみやぎＮＰＯ

プラザの一層の機能の充実と利用の促進を図るとともに，広域

的な取組及び連携を推進します。また，県内のＮＰＯ支援施設

や中間支援組織等との連携・協働体制を構築します。 
 
３ 基本方針３「多様な主体とのパートナーシップの確立」 

  変化の大きな社会における様々な課題解決やＮＰＯ活動の新た

な展開につなげるため，多様な主体とのパートナーシップの確立

に向けた協力・支援を推進します。 

 

第４章 施策と事業 
 
基本理念と基本方針に基づき，今後取り組んでいくべき事業等 
 
第１節 基本方針１ 持続的発展に向けたＮＰＯの基盤強化  
 
施策の柱１ ＮＰＯの自立と発展を支援します 
 
１ ＮＰＯ活動への社会の理解と参加促進 

（１）ボランティア・寄附文化の醸成及び人的交流の促進 

（２）ＮＰＯ及びその活動に関する広報等啓発・情報提供 

（３）ＮＰＯによる情報公開・情報発信への支援 

２ ＮＰＯの人材育成と財政的支援 

（１）人材の育成等  （２）財政的支援制度の充実 

（３）ＮＰＯが必要とする情報の発信  （４）認定ＮＰＯ法人への移行促進 

 

第２節 基本方針２ ＮＰＯ活動を促進する体制の整備  
 
施策の柱２ ＮＰＯ支援施設の機能を強化し，連携を推進します 
 
１ みやぎＮＰＯプラザの機能の充実 

（１）基盤整備機能  （２）広域的促進機能  （３）ＮＰＯ主体の運営 

２ ＮＰＯ支援施設及び中間支援組織への支援強化 

（１）地域のＮＰＯ支援施設の機能の充実と連携 （２）中間支援組織への支援 

 

第３節 基本方針３ 多様な主体とのパートナーシップの確立  
 
施策の柱３ ＮＰＯと多様な主体とのパートナーシップを推進します 
 
１ ＮＰＯと行政との協働の推進 

（１）情報公開と政策プロセスへの参加促進  （２）協働の推進 

（３）市町村への協力・支援 

２ ＮＰＯと多様な主体との協働の推進 

（１）ＮＰＯ  （２）企業  （３）教育機関   

（４）大学等の学術研究機関  （５）地域コミュニティ 

３ ＳＤＧｓを意識した活動の促進 ≪新規≫ 

４ 復興活動における協働，防災，新たな災害や感染症等に備えた体制構築 ≪新規≫ 

 

   

  第５章 基本計画を推進するための体制づくり 
 
第１節 宮城県民間非営利活動促進委員会 

第２節 県庁内におけるＮＰＯ活動の推進体制 

第３節 市町村との連携 等 

宮城県民間非営利活動促進基本計画（第５次）の概要 
資 料 １ 



 


